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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｄ 

Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ 

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

米
橋 

慶
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
新
座
市
片
山
一
丁
目
三
番
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地

域
住
民
の
健
康
促
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
・
発
展
、
青
少
年
の
健
全
育
成
、
交
流
、
豊
か
な

高
齢
化
社
会
の
創
造
及
び
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
標
と
し
、
健
康
で
文
化
的
な
地
域
社
会
の

構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
健
康
促
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
・
発
展
、
青
少
年
の
健
全
育
成
、

交
流
、
豊
か
な
高
齢
化
社
会
の
創
造
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
整
備
並
び
に
豊
か
な
ま
ち
づ

く
り
を
目
標
と
し
、
健
康
で
文
化
的
な
地
域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
加
須
市
か
ら
幸
手
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 

上
尾
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
七
中
山
道 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
、
上
尾
市
都
市
整
備
部

ま
ち
づ
く
り
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
九
号



告 
 

示 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
口
金
山
町
１
２
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

氏
名 

 

永
瀨 

正
壽 

住
所 

 

埼
玉
県
川
口
市
飯
塚
二
丁
目
二
番
十
―
一
二
〇
二
号
ド
リ
ー
ム
タ
ワ
ー
キ
ュ
ア
レ
ジ
デ

ン
ス 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
八
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
変
更
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

 



 

 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
八
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

    

幸
手
市
勤
労
福
祉

会
館 施

設

の

名

称 

埼
玉
県
幸
手
市
中
三
丁
目
一
番
三

十
五
号 

所

在

地 

幸
手
市
長 

管

理

者 

九
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
九
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
草
加
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
及
び
所
在

地
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

（
新
）
草
加
市
立
高

砂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー 

（
旧
）
高
砂
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

草
加
市
立
瀬
崎
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
草
加
市
中
央
一
丁
目
二

番
五
号 

（
新
）
埼
玉
県
草
加
市
瀬
崎
六
丁

目
六
番
二
十
二
号 

（
旧
）
埼
玉
県
草
加
市
瀬
崎
町
千

三
百
五
十
二
番
地
三 

所

在

地 

草
加
市
長 

草
加
市
長 

管

理

者 

百
八
十
人 

二
百
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
幸
手
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
所
在
地
の
変
更

が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

幸
手
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

（
新
）
埼
玉
県
幸
手
市
香
日
向
四

丁
目
五
番
二
号 

（
旧
）
埼
玉
県
幸
手
市
香
日
向
四

丁
目
九
百
番
六
十
七 

所

在

地 

幸
手
市
長 

管

理

者 

二

百

五

十

人 収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
一
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
鶴
ヶ
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
収
容
人
員
の

変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

鶴
ヶ
島
市
女
性
セ
ン

タ
ー 施

設

の

名

称 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
千

九
百
二
十
二
番
地
七 

所

在

地 

鶴
ヶ
島
市
長 

管

理

者 

（
新
）
二
百

九
十
三
人 

（
旧
）
三
百

五
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
二
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
吉
川
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
所
在
地
の
変
更

が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

吉
川
市
民
交
流
セ
ン

タ
ー
お
あ
し
す 

施

設

の

名

称 

（
新
）
埼
玉
県
吉
川
市
き
よ
み
野

一
丁
目
一
番
地 

（
旧
）
埼
玉
県
吉
川
市
き
よ
み
野

一
丁
目
一 

所

在

地 

吉
川
市
長 

管

理

者 

三
百
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
三
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
白
岡
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
、
所
在
地

及
び
管
理
者
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

（
新
）
白
岡
市
勤
労

者
体
育
セ
ン
タ
ー 

（
旧
）
白
岡
町
勤
労

者
体
育
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

（
新
）
埼
玉
県
白
岡
市
新
白
岡
三

丁
目
二
百
番
地
二 

（
旧
）
埼
玉
県
南
埼
玉
郡
白
岡
町

新
白
岡
三
丁
目
二
百
番
地
二 

所

在

地 

（
新
）
白
岡
市
長 

（
旧
）
白
岡
町
長 

管

理

者 

三

百

七

十

四
人 

収

容

人

員 


